
議案第５号 

斑鳩町史編さん委員会設置条例の一部を改正する条例 

【議案提出担当課：生涯学習課】 

 

事務分掌の見直しに伴い、斑鳩町史編さん委員会の庶務担当課を変更するため、本

条例において、所要の改正を行うものであります。 

 

１．改正内容 

（１）庶務担当課の変更（第７条の改正規定） 

  斑鳩町史編さん委員会の庶務担当課を「教育委員会事務局総務課」から「教育委

員会事務局生涯学習課」に変更します。 

 

２．施行期日 

令和６年４月１日から施行します。 

 


